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【問】企画政策課　（２８）８９５２

　
市
で
は
、
３
月
１
日
　
か
ら
「
子
育
て
家

（土）

庭
優
待
事
業
」
を
県
と
協
働
で
開
始
し
ま
す
。

市
が
配
布
す
る
優
待
カ
ー
ド
「
は
ぐ
み
ん
カ

ー
ド
」
を
県
内
の
協
賛
店
舗
等
で
提
示
す
る

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
典
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

配
布
対
象
　

　
市
内
在
住
の
　
歳
未
満
の
子
ど
も
（
　
歳

１８

１８

到
達
後
の
最
初
の
３
月
　
日
ま
で
有
効
）
と

３１

妊
娠
中
の
方
で
す
。

配
布
方
法

▽
市
内
の
小
中
学
校
、
養
護
学
校
、
ろ
う
学

校
、
保
育
園
・
幼
稚
園
に
通
う
子
ど
も
に
は
、

各
学
校
な
ど
で
２
月
中
に
配
布

▽
右
記
以
外
の
対
象
者
は
、
２
月
　
日
　
以

２５

（月）

降
に
対
象
者
で
あ
る
と
分
か
る
も
の
（
乳
幼

児
医
療
費
受
給
者
証
・
生
徒
手
帳
・
母
子
健

康
手
帳
・
健
康
保
険
証
な
ど
）
を
持
参
の
上
、

一
宮
庁
舎
子
育
て
支
援
課
、
尾
西
・
木
曽
川

庁
舎
窓
口
課
、
出
張
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
　

※
２
月
　
日
　
以
降
に
母
子
健
康
手
帳
の
交

２５

（月）

付
を
受
け
る
方
は
交
付
時
に
配
布

協
賛
店
舗

　
子
育
て
家
庭
優
待
事
業
に
協
賛
す
る
店
舗

等
の
店
頭
に
、
特
典
内
容
が
書
か
れ
た
「
は

ぐ
み
ん
優
待
シ
ョ
ッ
プ
」
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が

掲
示
さ
れ
ま
す
。
市
内
の
協
賛
店
舗
等
の
一

覧
表
は
、
カ
ー
ド
と
併
せ
て
配
布
し
ま
す
。

２
月
　
日
　
以
降
に
市
や
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

２５

（月）

ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

～優待カード「はぐみんカード」を配布～

【問】 子育て支援課　（２８）９０２２

子育子育てて家庭優待事業がが
始まりま始まりますす

（仮称（仮称））自治基本条例を考える自治基本条例を考える会会
委員を募委員を募集集

住所・氏名・年齢・職業・電話番号・コメン

トを記入し、郵送・ファクス・電子メール

（〒４９１－８５０１　一宮庁舎企画政策課、（７３）

９１２８、kikakuseisaku@city.ichinomiya.lg.jp）

▼コメント／「わたしが考える市民参加のルー

ルや仕組みづくり」をテーマに４００字程度

▼そ　の　他／選考結果は全員に通知。１回目の

会議は３月１６日（日）の午後に開催予定

▼応募資格／市内在住・在勤・在学で平成２年

２月２日以前に生まれた方

▼仕事内容／２０年３月～２１年３月の平日の夜間

または土・日曜日に月２～３回開催する会議、

意見交換会などに出席

▼募集人数／４０人

▼謝　　礼／なし

▼応募方法／２月２０日（水）（消印有効）までに、

　自治基本条例は、まちづくりの基本的な理念・原則、

役割分担、仕組みなどを明文化する条例です。まちづく

りの基本となる条例として、市では策定準備を進めています。

　そこで、（仮称）自治基本条例の策定にあたり、条例に盛り込

むべき項目や内容を検討する会議の委員を募集します。
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納
期
を
変
更
し
ま
す

　
　
年
度
か
ら
は
仮
算
定
を
廃
止
し
、
納
期

２０
を
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
仮
算
定
と
し

て
第
１
・
２
期
に
そ
れ
ぞ
れ
前
年
の
年
税
額

の
８
分
の
１
を
納
付
し
、
第
３
期
に
年
間
税

額
の
算
出
と
精
算
（
本
算
定
）
を
行
っ
て
い

ま
し
た
が
、
第
１
期
に
本
算
定
を
行
い
ま
す
。

　
年
度
か
ら
は
７
月
～
翌
年
２
月
の
８
回
に

２０分
け
て
１
年
度
分
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す（
左
表
）。
納
め
方
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

納
付
書
ま
た
は
指
定
の
口
座
か
ら
の
振
り
替

え
と
な
り
ま
す
。
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
を
行
わ
な
い
世
帯
す
べ
て
が
対
象

で
す
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
変
わ
る
方

　
　
年
度
か
ら
次
の
世
帯
の
国
民
健
康
保
険

２０
税
は
原
則
、
世
帯
主
の
受
給
し
て
い
る
年
金

か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
４
月
上
旬
ま
で
に
通
知
し
ま

す
。

▼
対
象
／
次
の
①
②
の
両
方
に
該
当
す
る
世

帯
　
①
　
歳
～
　
歳
の
方
だ
け
が
国
民
健
康

６５

７４

保
険
に
加
入
し
て
い
る
②
世
帯
主
が
年
金
受

給
者
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
　
▼
納
付
方
法
／
１
年
度
分
を
４
月
～

翌
年
２
月
の
６
回
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
４

・
６
・
８
月
は
仮
納
付
額
を
、　

月
・
　
月

１０

１２

・
翌
年
２
月
は
算
出
し
た
年
間
税
額
の
残
額

を
天
引
き
）

※
世
帯
主
の
年
金
受
給
額
や
　
歳
未
満
の
方

６５

の
資
格
異
動
で
、
天
引
き
で
き
な
い
場
合
や

年
度
途
中
で
納
め
方
が
切
り
替
わ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
な
お
年
度
途
中
で
納
め
方
が
切

り
替
わ
る
と
き
は
通
知
し
ま
す
。

【
問
】
保
険
年
金
課
　
（
　
）９
０
１
２

２８
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２０年度から



１９年度まで
■納期

納期納期期別

７月（本算定）５月（仮算定）第１期

８月７月第２期

９月９月（本算定）第３期

１０月１０月第４期

１１月１１月第５期

１２月１２月第６期

１月１月第７期

２月２月第８期

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
な
ど

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
な
ど
がが

 

　
年
度
か

年
度
か
らら
変
わ
り
ま

変
わ
り
ま
すす

２０

　４月から環境センターの開場日を変更します。

月～金曜日は祝休日も開場し、土・日曜日、５

月３日～５日、１２月２９日～１月３日は休場しま

す。このため土曜日はごみの持ち込みができな

くなります。

▼持ち込みできる日／月～金曜日（祝休日も可）

▼受付時間／午前８時４５分～正午、午後１時～

４時３０分

▼２０年度の休場日／土・日曜日、５月３日（祝）～

５日（祝）、１２月２９日（月）～２１年１月３日（土）

ごみ処理手数料

　環境センターへごみを持ち込むときの、ごみ

処理手数料は４月１日（火）から１０ごと１５０円に

変更します。

環境センターの開場日環境センターの開場日とと
ごみ処理手数料ごみ処理手数料をを

４月から変更しま４月から変更しますす

【問】環境センター　（４５）７００４

土曜日は持ち込みできなくなりま土曜日は持ち込みできなくなりますす

尾西清掃事業所への燃えるごみの持ち込みは２
月２９日（金）までです。３月以降、ごみの持ち込み
はできません。

【問】尾西清掃事業所　（６２）３００１

市民意見提出制度

市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見
を参考にして最終案を決定するとともに、寄せら
れた意見への市の考え方を公表します。素案は市
ホームページ、市資料コーナー（一宮・尾西・木曽
川庁舎１階）などで募集期間中閲覧できます。

　市民活動には市民の理解や参加が欠かせません。市

民活動を支援するため、市民の声を直接反映できる制

度の条例案を作成しました。

▼募集期間／２月４日（月）～３月７日（金）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　一宮庁舎

地域ふれあい課）・ファクス（７３－９１２９）・電子メー

ル（chiikifureai@city.ichinomiya.lg.jp）

　意見を募集したところ、２９件の意見がありました。

最終案は２月２５日（月）から市ホームページ、市資料コ

ーナー（一宮・尾西・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。

なお意見に対する市の考え方も閲覧できます。この最

終案を３月議会に提出します。

【問】清掃対策課　（４５）７００４

路上等での喫煙等の防止に関する条例　最終案を公表

意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見
 募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集

一宮市民が選ぶ市民活動一宮市民が選ぶ市民活動にに
対する支援に関する条対する支援に関する条例例

【問】地域ふれあい課　（２８）８９５４


